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お寄せいただいたご意見と区の考え方や反映等を下記のとおり、
まとめましたのでご覧下さい。

別紙1・２のとおり
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問い合わせ先
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0
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杉並区区民意見の結果報告

0

平成２１年９月２１日から１０月２０日までの間、
「自治基本条例の見直し等について」
について意見募集を行った結果、５件の意見の提出がありました。
提出方法別の件数及び項目数は、以下の通りです。

提　出　方　法

文　　　　　　書

件　　　数



（別紙１） 

「自治基本条例の見直し等について」に係る区民等の 

意見提出手続の実施結果について 

 

 

 

１ 区民等の意見提出手続きの実施状況 

 

       平成21年9月21日（月）～平成21年10月20日（火） 

 

 

２ 公表方法 

 

○ 広報すぎなみ（９月２１日号） 

○ 区公式ホームページ 

○ 文書による閲覧（政策経営部企画課、区政資料室、区民 

事務所・分室、駅前事務所、図書館） 

 

 

３ 意見提出実績 

 

計５件 (個人４件、団体１件)《意見項目延べ１５項目》 

○ 郵送            ０件 

○ 電子掲示板・メール     ３件 

○ FAX             ２件 

○ 持参            ０件 

 

 

４ 提出された意見に対する区の考え 

 

   ○ 別紙のとおり 

○ 「自治基本条例の見直し等について」の修正なし 

 

 

５ 問い合わせ先 

 

杉並区政策経営部企画課企画調整担当 

電話 ０３－３３１２－２１１１(代表) 

 



番号 区民からの意見(要旨) 区の考え方

1
○見直し案は適正妥当と思います。 ●今後も見直し案に即して進めていきま

す。

○区の責務についての条例改正は、安全確
保、危機管理体制の強化についての見直し
が盛り込まれ、昨今の状況を鑑みて、とて
も満足できる。

●今後も見直し案に即して進めていきま
す。

○区民の意見提出に関する条例は、まこと
に望ましいものだと思う。ぜひ、この新条
例をPRし、広く区民に知らせてほしい。

●条例や制度について、広報や区公式ホー
ムページ等を活用し、わかりやすく区民の
皆様へお知らせしていきます。

○自宅のテレビでも区議会の議事を見られ
るように「杉並ニュース」などで放映する
ことはできないのか？

○区議と一般区民と意見交換できる場を
持ってもらいたい。

○「杉並区自治基本条例の見直しに関する
検討結果」について、区民参加の検討のた
めの会議も設置されず、検討段階の会議等
の情報が公開された形跡もないのは、自治
基本条例そのものの趣旨に大きく反してい
る。区民の区政への参画をパブリックコメ
ントに限定していくことは、参画と協働の
後退と考える。

●今回の見直しは、自治基本条例が区議会
で議決される際に「一定期間の施行状況を
勘案し、必要な措置を講ずる」との趣旨の
付帯決議をされたことをふまえて行ったも
のですので、条例制定時とは異なる手続に
なるものと考えます。
また、今回、区民意見等提出手続を行って

おりますので、自治基本条例の趣旨に即し
た手続を行っております。

○検討結果の報告書の末尾に参考資料とし
てつけられている資料やアンケート結果は
18年度までのものが多く、情報不足であ
る。また、過去に公募委員制度やパブコメ
に参加した人・団体にヒアリングするなど
の実態調査等も必要であったと考える。

●参考資料は、報告書のまとめに際して参
考とした資料を整理したものです。報告書
をまとめたのが平成２０年３月ですので、
その当時の最新情報を掲載しています。
また、区民の声は、この間に、区民意向調

査や区政モニターアンケートにより聴いて
きております。

○区議会について、二元代表制のもとで運
営される区政において、議会のあり方を定
めるルール（条例）が必要であると考え
る。

●ご意見については、区議会にお伝えしま
す。

○区政運営について、達成状況の把握等
は、庁内のみで行うのでなく、第三者や区
民の参加を得て、オープンな議論のもとに
行うことが必要と考える。

●基本計画等の目標に基づく進行管理は、
その進捗状況を区議会に報告し、広く区民
に公表しますので、ご意見等があればその
中で伺っていけるものと考えます。

○「区民等の意見提出手続に関する条例」
制定にあたっては、必ず公募委員制度を有
効に機能させて検討のための会議を開催す
ることを求める。また、公募の際は応募作
文の公表や選定過程の公開などの透明化を
図ることを求める。

●条例制定にあたっては、今回、自治基本
条例に基づく区民等の意見提出手続を行っ
ております。したがって、新たな会議を設
置する考えはありません。

公募の委員については、附属機関等の目
的・性格をふまえつつ、この間、増やして
います。また、応募作文の公表等を行う考
えはありません。

4

　　　　　　　　　　　　区民からの意見と区の考え方  　　　    （別紙２）

2

●ご意見については、区議会にお伝えしま
す。

3



番号 区民からの意見(要旨) 区の考え方

○「区民等の意見提出手続に関する条例」
に、次の項目の追加を求める。
・区民等から寄せられた意見を、案がまと
まる前の早い段階で公表した上で、公開の
会議や意見交換会などの開催し、第三者が
議論を調整し案を確定する。
・区民意見とそれらの取捨選択の根拠を明
示して公表する。

●区民等に意見提出を求める計画等の案
は、区の責任でとりまとめたものをお示し
することが基本と考えます。また、区民か
らいただいた意見に対しては、これに対す
る区の考えをお示しします。

○自治基本条例を見直す場合は、必ず公募
を含めた公開の検討の場を設置することを
追記することを求める。

●見直す場合については、見直しの内容に
応じた対応をしていきます。

○区政全体に関する市民参加（市民参画）
を担保するための「市民参加（参画）条
例」が必要と考える。自治基本条例の中
に、この条例の制定を進めることをうたっ
てほしい。

●現在の自治基本条例においても、参画と
協働に関する基本的な事項は定めておりま
す。今日、それ以上の内容を規定する考え
はありません。

○条例の見直しについて、自治基本条例制
定時に区民懇談会で検討したと同様の検討
手順がほしかった。

●今回の見直しは、自治基本条例が区議会
で議決される際に「一定期間の施行状況を
勘案し、必要な措置を講ずる」との趣旨の
付帯決議をされたことをふまえて行ったも
のです。条例制定時とは異なりますので、
懇談会は設置せず、区民等の意見提出手続
により区民の意見を聴くこととしました。

○「区民等の意見提出手続に関する条例」
については、区民意見の区政への反映方法
を定めるに際して、現行手続きの「提出意
見の取扱い」を改正する必要がある。

改正内容としては、現行のように政策・
計画決定後にはじめて提出意見と意見への
区の回答を公表するのでなく、決定前に提
出意見について区民と行政の双方向のコ
ミュニケーションを十分図るため、次の新
たな手続きを設ける。
・提出意見の内容を早い時期にまとめて公
表する。
・提出意見について行政と区民の意見交換
の場を設置する。
・意見の採否決定は公募区民を加え採否理
由を公表する。
・採用意見を反映した作案に公募区民を参
加させる。
・公募区民の募集選考過程の納得性を確保
する方法を考える。

●主要な計画については、区議会から意見
等をいただくなど、案作成の前に様々な区
民の意見等を反映させるように努めており
ます。そのうえでのいただいたご意見のよ
うな取組みについては、成案をまとめるま
でにさらに時間を必要としますので、難し
いと考えます。また、公募委員等による採
否の決定については、区民の代表として選
挙で選ばれた、行政を自らの責任で執行す
る立場にある区長や、行政をチェックする
立場にある区議会との関係もありますの
で、考えておりません。委員募集について
は、適任者を選任するよう工夫してまいり
ます。

4
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